
（統一様式第１－１号） 

賃 貸 借 契 約 書 

 

 大津市（以下「甲」という。）と                （以下「乙」という。）と

の間に、別表第１号記載の物件（以下「物件」という。）の賃貸借について、次のとおり契約を

締結する。 

 

（主記） 

第１条 乙は、物件を甲に賃貸し、甲は、これを賃借するものとする。 

（使用目的） 

第２条 甲は、物件を別表第３号の使用目的に供さなければならない。 

（期間） 

第３条 物件の賃貸借期間は、別表第５号記載のとおりとする。 

（賃借料） 

第４条 物件の賃借料及びその支払方法は、別表第６号及び第７号記載のとおりとする。 

２ 前項に規定する物件の賃借料のうち取引に係る消費税額及び地方消費税額については、契約

締結時点の税率を適用する。 

（物件の品質等による契約不適合） 

第５条 甲が物件の引渡しを受けてから１年以内に物件の品質等による契約不適合（別添仕様書

に記載する仕様に適合しない状態があることをいう。）であることを発見し甲が損害を受けた

ときは、乙は、乙が売主に対して有する損害賠償請求権を甲に譲渡するものとする。 

２ 前項の場合において、この賃貸借契約は変更しないものとする。 

（物件の保管、使用方法） 

第６条 乙から、物件に乙の所有権を明示する標示、標識等を設置するように指示があったとき

は、甲はこれに従うものとする。 

２ 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、物件を別表第４号に記載する設置場所以外に移転

してはならない。 

３ 物件の保管及び使用に当たり、甲は使用時間、使用方法等につき善良な管理者の注意義務を

払うものとする。 

４ 物件自体及びその設置、保管及びその使用によって、第三者に与えた損害については、甲が

これを賠償するものとする。 

（物件の維持及び費用） 



第７条 甲は、物件を常時正常な運転状態又は充分な機能の働く状態に維持又は手入れするもの

とする。 

２ 甲は、前項のための部品及び付属部品の取替、物件の補修、損害箇所の修理、定期又は不定

期の検査並びにその他一切の維持及び手入れを行い、かつその費用を負担するものとする。 

３ ただし、この契約で物件の維持及び費用について別に定めがある場合はこれに従い、前２項

の規定は適用しない。 

（物件の現状変更） 

第８条 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、物件に他の物件を付着させ又は改造、模様替

え、性能、機能、品質等を変更させる行為をしてはならない。 

２ 前項の場合、乙の請求があったときは、甲は、無償でその効果を物件に帰属させるものとす

る。 

（物件の定着） 

第９条 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、物件を不動産に定着させてはならない。 

２ 甲は、前項の承諾を求めるときは、不動産の所有者等から、物件がその不動産に附合しない

旨の承諾書又は証明書を提出させるものとする。 

（物件の譲渡等の禁止） 

第１０条 甲は、物件を他に譲渡したり、第三者に使用させたり、その他乙の所有権を侵害する

ような行為をしてはならない。 

２ 甲は、物件について、他から強制執行その他法律的及び事実的侵害がないように保全すると

ともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ、速やかにその事態

を解消させるものとする。 

３ 前２項の場合において、乙が必要な処置をとったときには、甲は乙の支払った一切の費用を

負担するものとする。 

（物件の検査） 

第１１条 乙は、いつでも、甲の事務所、事業所などに立ち入って物件の現状運転及び保管状況

を検査することができるものとする。 

（保険） 

第１２条 乙は、乙の名義で物件を保険に付し、契約の存続期間中これを更新するものとする。 

２ 甲の責めに帰すべき事由により物件が損害を受けた場合、甲は、前項に規定する保険により

補填された部分の範囲で損害賠償を免れるものとする。 

（物件の滅失又は毀損） 

第１３条 物件の全部が滅失（修理不能又は所有権の侵害を含む。次項において同じ。）した場



合は、契約は終了するものとする。この場合において、甲は乙に対し、当該契約が存続してい

れば乙が得たであろう利益（前条の規定により付された保険により補填された部分を除く。次

項において「逸失利益」という。）を賠償するものとする。 

２ 物件の一部が滅失した場合は、甲は乙に対し、乙が逸失利益の賠償を不要としない限り、

滅失した部分に係る逸失利益を賠償し、契約はなお存続するものとする。 

３ 物件が毀損した場合は、甲の費用により、当該物件を復旧若しくは修理又は同種の物と取り

替えるものとする。ただし、通常の損耗又は磨耗によるとき、又は乙が原状に回復しないこと

について承認したときはこの限りでない。 

（契約違反） 

第１４条 乙は、甲が第４条の賃借料の支払を遅滞し、又はこの賃貸借契約条項のいずれかに違

反したときには、通知又は催告を要しないで次の各号に掲げる行為の全部又は一部をすること

ができる。 

⑴ 賃借料又はその他の費用の全部又は一部の即時の弁済の請求 

⑵ 物件の引揚げ又は返還の請求 

⑶ 賃貸借契約の解除と損害賠償の請求 

２ 乙が前項第１号及び第２号の行為を行った場合において、この賃貸借契約によるその他の甲

の義務は免除されないものとする。 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず直ちにこの契約を

解除することができる。 

⑴ 甲の責めに帰することができない事由により物件の全部又は一部が滅失等した場合におい

て、使用目的を達成することができないと認めたとき。 

⑵ この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是

正しないとき。 

⑶ 乙がこの契約に定める義務を履行しない場合（その不履行が軽微なものである場合を含

む。）において、使用目的を達成することができないと認めたとき。 

⑷ 乙が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に賃借料

債権を譲渡したとき。 

⑸ 乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同

じ。）が次のいずれかに該当するとき。 



ア 役員等（乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が

法人である場合にはその役員、その支店又は常時賃貸借に係る契約を締結する事務所の代

表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員

であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められ

るとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

ると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

カ この契約の履行に係る必要な物品の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方

がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと

認められるとき。 

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る必要な物品の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）において、甲が

乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 

⑹ 翌年度以降において賃借料に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があったと

き。 

２ 甲は、前項第６号の規定によりこの契約を解除するときは、文書をもって乙に通告するもの

とする。 

３ 第１項第６号の規定により契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、

その損害の賠償を請求することができる。 

（遅延利息） 

第１６条 甲がこの賃貸借契約による乙に対する金銭の支払を怠ったとき、又は乙が甲のために

費用の立替払いをしたときは、甲は、遅延期間中又はその支払の日から別表第８号記載の割合

による遅延利息を支払うものとする。 

（甲の権利の譲渡の禁止等） 

第１７条 甲は、この賃貸借契約から生じる権利を第三者に譲渡してはならない。 

２ この賃貸借契約から生じる甲のすべての金銭の支払義務は、乙又はその継承人に対する債権



をもって相殺することはできない。 

（物件の返還） 

第１８条 期限前でも第１４条第１項によって乙から物件の返還の請求があったときは、甲は、

直ちに物件を乙に返還しなければならない。 

２ 物件の返還は、物件設置場所のもよりの乙の指定する場所で、もし物件の設置場所が変更さ

れているときは、乙の指定する場所で行うものとする。 

３ 物件の返還に要する一切の費用は、甲が負担するものとする。 

４ 物件の返還完了までに、甲はこの賃貸借契約に定められたすべての義務を履行するものとす

る。 

（裁判管轄等） 

第１９条 この賃貸借契約についてのすべての紛争は、大津地方裁判所を管轄裁判所とすること

に、甲、乙とも合意する。 

（定めのない事項） 

第２０条 前各条に定めのない事項については、民法（明治２９年法律第８９号）その他関係法

令に定めるところによるものとする。 

（疑義の決定） 

第２１条 この契約に関して疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する

ものとする。 

 

  年  月  日 

 

                      大津市御陵町３番１号 

               賃借人 甲   大津市 

                        大津市長      

 

 

               賃貸人 乙 



別表 

(1)物 件 

 

① 印刷機 

品    名 型  名 数量 

 
 別紙のとおり 

 
  

 

(2)売 主 ○○○○○○○○○○○ 

(3)使 用 目 的  大津市立小中学校の印刷機 

(4)物件設置場所 大津市南小松１１２２  大津市立小松小学校ほか５４校 

(5)賃 貸 借 期 間 令和７年７月１日から令和１２年６月３０日まで 

(6)賃 借 料 
賃借料           円 

 （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額        円） 

 

(7)支 払 方 法 

 

 

次の各号に掲げる期間分につき、当該各号に定める額を、それぞれ、

その期間の初めに乙の発行する請求書に基づき、甲が当該請求書を受理

した日から３０日以内に乙に一括前払いするものとする。 

(1)   令和７年７月１日から 令和８年３月３１日までの分 

                         円 

(2)   令和８年４月１日から 令和９年３月３１日までの分 

                         円 

(3)   令和９年４月１日から 令和１０年３月３１日までの分 

                         円 

(4)   令和１０年４月１日から 令和１１年３月３１日までの分 

                         円 

(5)   令和１１年４月１日から 令和１２年３月３１日までの分 

                         円 

(6)   令和１２年４月１日から 令和１２年６月３０日までの分 

                         円 

(8)遅 延 利 息   年２．５パーセント 



小 学 校 名 郵便番号 所 在 地 電話番号 台数（1ドラム） 台数（2ドラム）

1 小松小学校 520-0502 大津市南小松１１２２ 077-569-0003 1 1

2 木戸小学校 520-0514 大津市荒川1000 077-592-0005 1 1

3 和邇小学校 520-0526 大津市和迩中１９０ 077-594-0012 1 1

4 小野小学校 520-0531 大津市水明１丁目３４－２ 077-594-2300 0 1

5 葛川小学校 520-0476 大津市葛川中村町１０８－１ 077-599-2154 0 1

6 伊香立小学校 520-0355 大津市伊香立生津町１３２－１ 077-598-2175 0 1

7 真野小学校 520-0232 大津市真野四丁目６－１７ 077-572-0164 1 1

8 真野北小学校 520-0221 大津市緑町１５－２ 077-573-6660 1 1

9 堅田小学校 520-0242 大津市本堅田三丁目６－１ 077-572-0032 1 1

10 仰木小学校 520-0245 大津市仰木四丁目１５－８ 077-572-1028 1 1

11 仰木の里小学校 520-0246 大津市仰木４丁目４－１ 077-572-1910 1 1

12 仰木の里東小学校 520-0246 大津市仰木の里東６丁目１－１ 077-574-2245 1 1

13 雄琴小学校 520-0101 大津市雄琴二丁目１６－１ 077-578-1234 0 1

14 日吉台小学校 520-0112 大津市日吉台三丁目３３－３ 077-579-5033 1 1

15 坂本小学校 520-0113 大津市坂本三丁目１２番５７号 077-578-0516 1 1

16 下阪本小学校 520-0105 大津市下阪本四丁目１０－１ 077-578-0502 1 1

17 唐崎小学校 520-0002 大津市際川四丁目７－１ 077-525-2375 2 1

18 志賀小学校 520-0011 大津市南志賀一丁目５－１ 077-522-3729 1 1

19 比叡平小学校 520-0016 大津市比叡平一丁目４５－１ 077-529-2596 0 1

20 藤尾小学校 520-0066 大津市茶戸町１０－１ 077-522-2730 1 1

21 長等小学校 520-0033 大津市大門通５－１ 077-522-6669 1 1

22 逢坂小学校 520-0053 大津市音羽台６－１ 077-522-4332 1 1

23 中央小学校 520-0042 大津市島の関１－６０ 077-522-4332 1 1

24 平野小学校 520-0802 大津市馬場一丁目２－１ 077-522-2335 2 1

25 膳所小学校 520-0837 大津市中庄二丁目８－３７ 077-522-6719 2 1

26 富士見小学校 520-0846 大津市富士見台４２－１６ 077-537-0749 1 1

27 晴嵐小学校 520-0856 大津市光ケ丘４－７０ 077-534-1450 2 1

28 石山小学校 520-0861 大津市石山寺三丁目１１－２０ 077-537-0014 1 1

29 南郷小学校 520-0865 大津市南郷一丁目１５－９ 077-534-4091 1 1

30 大石小学校 520-2264 大津市大石東七丁目４－１ 077-546-0018 1 1

31 田上小学校 520-2276 大津市里５丁目８－１ 077-546-1010 1 1

32 上田上小学校 520-2113 大津市平野一丁目１８－５ 077-549-0011 0 1

33 青山小学校 520-2101 大津市青山３丁目１６－１ 077-549-0266 1 1

34 瀬田小学校 520-2141 大津市大江四丁目２－１ 077-545-2581 2 1

35 瀬田南小学校 520-2131 大津市三大寺１－１ 077-545-4010 2 1

36 瀬田東小学校 520-2153 大津市一里山二丁目２０－２ 077-545-2475 1 1

37 瀬田北小学校 520-2145 大津市大将軍１丁目１４－５ 077-543-6063 1 1

計 37 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 学 校 名 郵便番号 所  在  地 電話番号 台数（1ドラム） 台数（2ドラム）

1 志賀中学校 520-0516 大津市南船路１０２９ 077-592-1221 2 1

2 葛川中学校 520-0476 大津市葛川中村町１１３ 077-599-2007 0 1

3 伊香立中学校 520-0352 大津市伊香立下在地町４１４ 077-598-2016 0 1

4 真野中学校 520-0225 大津市清風町２４－１ 077-573-6984 1 1

5 堅田中学校 520-0242 大津市本堅田三丁目２２－１ 077-572-2165 1 1

6 仰木中学校 520-0246 大津市仰木の里５丁目１ 077-574-3205 0 2

7 日吉中学校 520-0105 大津市下阪本六丁目３８－２６ 077-578-0056 2 1

8 唐崎中学校 520-0106 大津市唐崎二丁目９－１ 077-579-2306 1 1

9 皇子山中学校 520-0031 大津市尾花川１２－１ 077-522-6673 2 1

10 打出中学校 520-0804 大津市本宮二丁目４６－１ 077-522-6733 2 1

11 粟津中学校 520-0833 大津市晴嵐一丁目２０－２０ 077-537-0745 1 1

12 北大路中学校 520-0843 大津市北大路三丁目２２－１ 077-534-0430 1 1

13 石山中学校 520-0862 大津市平津一丁目２３－１ 077-537-0070 1 1

14 南郷中学校 520-0864 大津市赤尾町５７－１ 077-534-7121 1 1

15 田上中学校 520-2115 大津市上田上新免町２２４ 077-549-0022 1 1

16 青山中学校 520-2101 大津市青山８丁目24-1 077-549-0348 1 1

17 瀬田中学校 520-2141 大津市大江七丁目１－１ 077-545-8001 3 1

18 瀬田北中学校 520-2145 大津市大将軍一丁目１３－１ 077-543-2073 2 1

計 22 19


